
令和６年全国家計構造調査の概要
 調査の目的は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を把握し、消費の水準及び所得の分布、
構造等を全国的・地域別に明らかにすること。（基幹統計調査）

 調査結果は、年金・介護等の社会保障制度や税制の在り方の検討、生活扶助基準の見直し、貧困等
生活上の困難に対する支援に関する検討などの国の政策の基礎資料に利活用

【調査の範囲】全国、全ての市及び215町村（約1,000市町村）、約９万世帯
【調査の期間】令和６年10月･11月

参考１
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【調査世帯の選定の流れ】 総務大臣－都道府県知事－市町村長－指導員－調査員－調査世帯
・ 選定された市町村の調査地域内に所在する世帯を把握するため、調査員がお宅を訪問
・ その後、調査地域ごとに調査世帯が選定し、調査員が調査の依頼のために再びお宅を訪問

【調査内容】



全国家計構造調査ってどんな調査なの？
この調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、
世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすること
を目的として、国が実施する統計調査の中でも特に重要な調査です。

この調査は、「統計法」という法律に基づく「基幹統計調査」であり、調査対象者に
対して報告（回答）の義務が課せられる一方で、安心して調査に協力できるよう、
調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査内容について、その秘密を保護す
ることなどが統計法に規定され、罰則も定められています。

1959年（昭和34年）から５年ごとに行われ、令和６年が14回目に当たります。
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令和６年全国家計構造調査の流れ（イメージ）
 国・地方公共団体のほか、国が委託した複数の事業者が調査事務に関与
 調査の全体的な流れは、下図のとおり。
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令和６年全国家計構造調査 キャンペーンサイト

※ 令和６年６月からキャンペーンサイトを開設
（URL）https://www.stat.go.jp/data/zenkokukakei/2024/campaign/index.html
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